
 

 

 

  

信州福祉事業所認証・評価制度運用事業 
（「信州ふくにん」） 

                               介護支援課介護人材係 

 

〇事業内容 
長野県では、福祉の職場における「人材育成」や「職場環境」の整備に取り組み、一定の基準をクリア

した事業者を認証する「信州福祉事業所・認証評価」制度を実施しています。(運営は社会福祉法人長野県

社会福祉協議会) 

１ 認証取得のための評価項目 

１ 人材育成理念の策定 10 個別面談の実施 

２ キャリアパスの構築 11 人材育成を目的とした評価の実施  

３ キャリアパスの周知 12 職位等に応じた給与体系 

４ 年間研修計画の策定 13 計画的な採用の実施 

５ OJT の計画的・体系的実施 14 休暇取得・労働時間縮減等の取組 

６ 職場内外 OFF-JT の実施 15 育児・介護を両立できる仕組みの整備 

７ 資格取得等への支援の実施 16 職員の意見を反映させた職場環境整備 

８ 新規採用者への計画的教育の実施 17 健康管理に関する取組 

９ 個人の研修履歴の把握 18 利用者・家族からの要望に関する取組 

※1～13 は人材育成、14～18 は職場環境に関する評価項目 

２ 認証までの流れ 

 
※②認証取得に関し、認証評価基準に達していない項目があれば、「社会福祉施設アドバイザー相談・派

遣等事業」で支援します。 

※詳細は、こちらの URL にある実施要綱等をご覧ください。 

https://fukushi-nagano.jp/officesearch/ 

３ 認証取得のメリット 

○福祉の職場説明会・就職相談会(長野県委託事業)での優先的参加 

○社会福祉施設アドバイザー相談・派遣等事業の利用回数が5回から7回に増えます 

○その他、認証取得法人のＰＲ活動協力等 

 

 

【お申込み・お問合せ先】 

社会福祉法人長野県社会福祉協議会 福祉人材センター 

電話：０２６－２２６－７３３０  電子メール：jinzai@nsyakyo.or.jp 

０２６－２２６－７３３０  電子メール：jinzai@nsyakyo.or.jp 

 

                         令和５年３月 31 日現在 12 法人 124 事業所  

が認証を受けています！ 
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